
【商品概要説明書】 

教育カード（証貸） 

沼津信用金庫 

令和 4 年 5 月 10 日 

項  目 内     容 

1.商品名 教育カード（証貸） 

2.ご利用いただける方 
(①～④すべてに 

該当する方) 

①当金庫の営業地区内に居住または勤務されている方 
②教育カードローン「ＳＴＵＤＹ」の融資期間が終了する方 

教育カードローン「ＳｔｕｄｙⅡ」のお借入れ利用期間が終了する方、または終了して分割 
返済をしている方 

③保証会社の保証が得られる方 
④その他当金庫の指定条件を満たす方 

3.資金使途 

当金庫で契約している次の教育カードローンの借換資金 
 教育カードローン「ＳＴＵＤＹ」 
 教育カードローン「ＳｔｕｄｙⅡ」 
※2口以上の教育カードローンの資金をまとめてお借換することはできません。 

4.融資金額 
1 万円以上で下記の①②の合計額以内（1万円単位） 
①融資期間終了（お借入れ利用期間終了）時点の教育カードローンのお借入元金（500 万円以内） 
②教育カードローンの最終利息支払日以降のお利息 

5.融資期間 
3 ヶ月以上 10 年以内 
※教育カードローン「ＳｔｕｄｙⅡ」をご利用の場合で、既に借入元金の分割返済が始まってい

る場合は、分割返済した期間を 10 年から差し引いた期間を融資期間の上限とします。 

6.融資形式 証書貸付 

7.融資利率 
固定金利 
教育カードローンをご利用時と同じ金利になります。 

8.担保 担保は不要です。 

9.がん保障特約付 
団体信用生命保険 

がん保障特約付の団体信用生命保険に加入する場合は、お取扱いできる年齢条件がお借入時 
満 20 歳以上満 51 歳未満、完済時満 75 歳となる年の 12 月 31 日以前となります。 
保険料は金利に上乗せされます。 

10.返済方法 
毎月元利均等返済 または 毎月元金均等返済 
（ご融資金額の元金の 50%まで半年毎のボーナス返済併用も可能） 

11.保証 一般社団法人しんきん保証基金の保証をご利用いただきます。 

12.保証料 金利に含まれています。 

13.取扱手数料 取扱手数料は不要です。 

14.その他手数料 

以下のお手続きには各種手数料をいただきます。 
各手数料金額については、当金庫営業店窓口または当金庫ホームページにてご確認ください。 
①全部繰上返済手続き 
②各種条件変更手続き 

15.遅延損害金 遅延した元金に対して 年 14.60% 

16.主な必要書類 
本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等） 
※上記以外の書類のご提出が必要となる場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

17.その他 

本商品は、当金庫窓口のみの取扱いとなります。 

本商品は、教育カードローン「ＳＴＵＤＹ」の融資期間が終了する場合の分割返済用受け皿商品
です。また、教育カードローン「ＳｔｕｄｙⅡ」のお借入れ利用期間が終了した方が、返済方法
の変更を希望する際に利用することができる商品となっております。 

子弟等が引き続き進学等される場合は教育カードローンの融資期間の延長手続きをすることが
できますので、お取引店窓口までお問い合わせください。 

 


